
 

後期高齢者医療制度の窓口負担割合変更について 

 

令和４年１０月１日から、現在、後期高齢者医療制度に加入されている方で、一定の所

得のある方は医療費の窓口負担が１割から２割になります。 

 

少子高齢化が進展し、令和４年度以降いわゆる団塊の世代が７５歳以上の高齢者にな

り始め医療費の増大が見込まれています。現在、現役世代からの支援金はおよそ４０％

であり、この負担上昇を抑え、「人生１００年の医療を保障」し、すべての人でこの国

民皆保険制度を支えていくための見直しです。 

ただし、急激な負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かないように、施行後３年間は

１か月の負担増加額が３千円までに抑えられる配慮措置があります。 

 

 

２割負担になる方について 

世帯内の後期高齢者医療加入者のうち、課税所得が大きい人の課税所得が２８万円以

上ある、かつ、「年金収入＋その他の所得」が２００万円以上ある方。 

●同じ世帯に後期高齢者医療加入者が２人以上のときは「年金収入＋その他の所得」

が３２０万円以上ある方。 

 

〇課税所得とは、基礎控除や社会保険料控除などを引いた後の金額です。６月に送ら

れる令和４年度住民税納税通知書で確認できます。 

＊年金収入については、令和３年分公的年金等の源泉徴収票などで確認できます。 

＊住民税非課税の人は１割負担です。 

＊遺族年金や障害年金は年金収入には含まれません。 

＊課税所得１４５万円以上の人は３割負担になります。 

 

 

         例） 加入者が１人で年金収入が１８０万円で農業所得が３０万円

の場合 

           課税所得 年金所得（１８０万円―１１０万円）＋農業所得 

２割負担         ３０万円―基礎控除４３万円―社会保険料控除 

１０万円＝４７万円 

             

           年金収入＋その他の所得 １８０万円＋３０万円 

＝２１０万円 



 

 

         例） 加入者が２人で、ひとりが年金収入が２２０万円と農業所得

が３０万円、もうひとりが年金収入８０万円の場合 

   ２人とも    （課税所得が大きい人） 

２割負担    課税所得 年金所得（２２０万円―１１０万円）＋農業所得 

         ３０万円―基礎控除４３万円―配偶者控除３８万 

                円―社会保険料控除１０万円＝４９万円 

           （加入者２人分）       

           年金収入＋その他の所得 ２２０万円＋３０万円＋８０万円 

                       ＝３３０万円 

 

保険証について 

令和４年度は２回保険証をお送りします。 

 

  現在１割の人       ７月下旬頃        ９月下旬頃 

     １割          １割          １割 

例  有効期限        有効期限         有効期限 

１ 令和４年７月３１日   令和４年９月３０日    令和５年７月３１日 

                         または 

 

                             ２割 

                             有効期限 

                           令和５年７月３１日 

 

   現在３割の人       ７月下旬頃       ９月下旬頃 

     ３割           ３割         ３割 

例  有効期限          有効期限        有効期限 

２  令和４年７月３１日   令和４年９月３０日    令和５年７月３１日 

 

 

配慮措置について 

２割負担になった方について、今までの１割負担との窓口負担の差額が３千円以内と

なるようにすることです。 

例）１割負担のとき ５千円     ２割負担になると １万円 

                差額 ５千円 



 

この内、３千円を超えた２千円が、事前に登録されている口座 

へ高額療養費として後日払い戻されます。（入院の医療費は対象外です。） 

 

●２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、施行前、事前に口

座登録に必要な書類を送りますので案内に沿って口座登録をしてください。 

 

ご注意 厚生労働省や地方自治体が電話や訪問で口座情報登録をお願いするこ

とや ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。 

 

 

Ｑ＆Ａ 

問１）自動的に２割負担になるのか。何か手続きが必要なのか？ 

  

      負担割合の判定は広域連合で行われるため手続きは必要ありません。 

 

問２）２割負担になったら高額療養費の自己負担額も変わるのか？ 

 

       今回の見直しでは高額療養費の自己負担額は変更ありません。 

 

問３）１割負担から２割負担になったら病院や薬局の自己負担が２倍になるのか？ 

 

       ２割負担になった場合、自己負担額は２倍になります。ただし、医療費

については既存の高額療養費制度があるほか、今回の改正では見直しに

よる影響が大きい外来の受診について、施行後３年間は１か月の負担額

を３千円に収まるような配慮措置を行うことにより、必ずしも負担が２

倍になるわけではありません。 

 

お問い合わせ 

今回の制度改正の見直しの背景等に関すること 

厚生労働省コールセンター 電話０１２０－００２－７１９（通話料無料） 

    月曜日から土曜日（祝日除く）９時から１８時まで 

医療費窓口負担割合・被保険者証等に関すること 

   奈良県後期高齢者医療広域連合 電話０７４４－２９－８４３０ 

   山添村住民課 電話０７４３－８５－００４３ 

    平日 ８時３０分から１７時１５分まで 


